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	新型インフルエンザ（指定感染症へ改定予定）


鳥インフルエンザがヒトにも感染（高病原性鳥インフルエンザ）し、ヒト－ヒト感染の状態になった場合を、「新型インフルエンザ」と定義する。

厚生労働省はWHOの流行段階分けにならい、以下のように分類している。

	フェーズ分類
	定　　　　義
	感　染
	呼称

	１
	ヒトから新しい亜型のインフルエンザは検出されないが、ヒトに感染する可能性のあるウイルスが鳥から検出される
	鳥のみ
	鳥インフルエンザ

	２
	A
	鳥からヒトへ感染するリスクの高いウイルスが鳥から検出される
	鳥のみ
	

	
	B
	
	
	

	３
	A
	新しい亜型インフルエンザの鳥からヒトへの感染が確認されているが、ヒトからヒトへの感染はない
	鳥→
ヒト
	

	
	B
	
	
	

	４
	A
	ヒトからヒトへの感染が確認されているが、感染集団は小さく限られている
	ヒト→ヒト
	新型インフルエンザ

	
	B
	
	
	

	５
	A
	大きな集団発生が見られる
	ヒト→ヒト
	

	
	B
	
	
	

	６
	A
	パンデミック発生し、世界の一般社会で急速に感染が拡大している
	ヒト→ヒト
	

	
	B
	
	
	

	後パンデミック期
	パンデミック発生する前の状態へ、急速に回復する時期
	
	



Ａ：外国発生のみ、Ｂ：日本国内での発生あり

対策の原則

フェーズ１～２：鳥の防疫

フェーズ３～５：感染封じ込め

フェーズ６：重症者の救命、社会機能維持

新型インフルエンザ（H5亜型インフルエンザ）の症例定義


[image: image1]
参考：潜伏期：１～３日間、最大７日

感染可能期間：発症１日前～7日後まで

・患者および擬似患者は、陰圧室での個室隔離、または複数患者の場合は同室管理（コホーティング）を行う。

接触者管理

　いずれも新型インフルエンザ症状をチェックし、症状がない場合は以下の経過観察を7日間行う。症状があった場合あるいは経過中に症状が出現した場合は疑い患者としてフローチャートに沿って検査、治療を行う。

（１）患者家族・同居者　→　7日間症状観察

（２）患者と同室であった患者　→　1室に集めコホーティングのうえ、症状観察

（３）患者と同じ病棟の患者　→　病棟を移動せず症状観察

（４）患者の立ち寄った場所の他の患者と職員　→　症状観察

H5亜型インフルエンザが疑われた場合の対処

















38℃以上の高熱を伴う咳が突然発症





＋





7日以内に以下のエピソードのうち１つ以上ある場合


（１）感染可能期のH5亜型インフルエンザ患者との接触歴


（２）家畜または人においてH5亜型の発生が知られている地域における、養鶏場の訪問歴または鶏への接触歴


（３）H5亜型インフルエンザ感染が疑われる人または家畜の検体の処理施設での勤務歴





N95マスク＋手袋を着用


患者の咳の程度に応じて、


ガウン、ゴーグル　着用





患者から咽頭拭い液採取





レスピラトリー


エチケット





インフルエンザ迅速診断キット





A型陽性





Ａ型陰性








48時間以内に


抗ウイルス薬





H5 または


H1、H3以外





H1またはH3





新型インフルエンザ





診察者およびケア担当者





患者





他の患者


待合室、診察室は衝立等で分離、または他と１m以上の距離をおく





＊接触者は7日間体温測定など健康観察





通常のA型インフルエンザとして対処





B型インフルエンザまたは通常の上・下気道感染症として飛沫感染予防策で対処





ウイルスの型決定のため


検体を地方衛生研究所へ





衝立
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